
診療報酬改定について 
 
 
 平成２６年度の診療報酬改定は、以下のとおりとする。 
 

※ （ ）内は、消費税率引上げに伴う医療機関等の課税仕入れにかかるコスト

増への対応分 
 
 
１．診療報酬本体 

改定率  ＋０．７３％（＋０．６３％） 
 

各科改定率  医科 ＋０．８２％（＋０．７１％） 
歯科 ＋０．９９％（＋０．８７％） 
調剤 ＋０．２２％（＋０．１８％） 

 
 
２．薬価改定等 

改定率  ▲０．６３％（＋０．７３％） 
 
薬価改定    ▲０．５８％（＋０．６４％） 
材料価格改定  ▲０．０５％（＋０．０９％） 

   
 

なお、別途、後発医薬品の価格設定の見直し、うがい薬 
のみの処方の保険適用除外などの措置を講ずる。 

 
 



・ 消費税引上げによる医療機関･薬局の仕入れ負担増に対して､必要額(5600億円＝改定率1.36％)を満額確保

・ 具体的には初診料･再診料､調剤基本料等の引上げにより、広く医療機関･薬局の経営安定に貢献

平成26年度診療報酬改定－改定率のポイント－

① 消費税引上げ対応分の満額確保 改定率＋1.36％

② 消費税財源を活用した診療報酬本体への上乗せ 改定率＋0.1％

③ 医療提供体制改革のための基金の創設 900億円

◇ 国民の生命と健康を守る医療の実現に向けて､今後､診療報酬の適切な配分や基金の上手な活用
により､一層の効果をあげていきたいと考えます。

◇ 他方､薬価について､イノベーションを促進する加算等を設けつつ､市場価格を反映した引下げ､長期
収載品･後発品の価格見直し等により､国民の負担が増えないよう努力しています｡

②-１ 保険料等の国民負担の増加を極力避けつつ､消費税財源を活用して､0.1％のプラス改定

②-２ その際､急性期病床から受け皿病床へ円滑な移行を進めるため､経過期間(１年を予定)中の費用補填を診療報
酬本体に上乗せ｡＋0.15％の改定率に相当

※ 医科:歯科:調剤の配分比率は､1:1.1:0.3 (消費税引上げ対応分を除く)

・ 医療提供体制改革のための基金に公費900億円を確保

・ 全体的に民間への公平な取扱いに配慮。地域包括ケアを担う医療機関等への支援にも活用可能。


